
５  能島城跡

 

１  保存 の現 と課題 

 本史跡 、能島 崎島の 域 国史跡として指定 て 、公 地化 て る ま

、国立公 の １ 地域 、史跡として なく の て に保存

て ると る  

 し し、 章 し と 、 の本史跡の る ・ 浪 の 、

年の に て保存 、遺構の 等 して る ま 、 島 ると

立地 日 の の し 課題として る に要 とに保存 の現 と

課題を する  

 

（１）史跡指定地内の構成要 に る現 と課題 

本 的価 を構成する 要  

 

 

  

 要  現  課題 

能
島 

郭  

・郭 に水 、郭 に

し 水の く を伝

て郭Ⅱ 郭Ⅱ 集中する

と考 る 平成 30（2018）年 7

の の郭Ⅱ

ま に ての 部 を

し  

・郭 部に 土等 ま

を るな 、 水を 部に集中

、郭内部 する な地

に する 要 る  

郭Ⅱ 

・ の 郭 、 水の 入に

て郭 部に 重なる

て る ま に 平

地にな て 、

葉 に すく

る  

・郭 の 水 入 水 と

な て 、集水しな 策 要

る ま 、 くな て る

平 を なくと 現 保護、ま

する 要 る  

 
の  

（郭Ⅲ） 

・ に 出し 郭Ⅲの 部 に

て な 、郭 の

の る  
 
 
 
 

・ の 、 化・

し 、 に保護するの

事の 要 る ま

、 水 に のを

、 に 出する 、

土な を くるな の

要 る  
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 要  現  課題 

能
島 

 
の  

（郭 ） 

・ 水の 出 の に 物

の 入る と して

る 大 な 、

年 し る  

・ に する 、古 の

平 の 部を 上 る

と 、 部 に 水 出し

な にする に を

するの 、郭Ⅲ と

、 に る する  

 

・ 部平 地の 、中央

に て、 の中

海 に 出して る の

を て ると考

る の 土の 出しに

る して る

る（平成 16（2004）年

の に ） の

る  

・ 出しに て の 大

に 出して る 、部 的な

の と考 る

の み し 事 要となる 、

る 埋 立ての 、構

等 る 、事 に

のト ン 調査を み 、海

水の 入に の の調査

能 、年代 定 て

な  

・ ま と郭Ⅲを 遺構

の法 の一部に土 の の

遺存して る 、 年の大 等

に 一部 して 、

に の る  

・海城 の遺構として、 ま

郭上部 く 遺構 、城の

能を にする 重要

、 遺構 を保存して

く 、 し を て

に するとと に、新 な を

要 る  

 

・ 部平 地の の海中に 、

調査 118 本の 遺

存して る と

の にな て

な 、 の 事に

能 考 る  

・ の み しに して 、 の

保護と 立し 法 課題

る  
・ 海中に る と 、 の

等の 念 、 の保

存方法等に て する 要

る  
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・

・

ト

浪に

に

て

、

の保護

を講 な な な 、

な 法 立 て な

保護の に

、 浪 を る に

る 、 の ・

本史跡 の 保護に て

と な し し、 大に

する と 、本史跡の景観

要 になる 能 る 注

要 る

 要  現  課題 

能
島

海  

ス

・

 

 

ト 

・ 大 10

ト（

18km）に

なる

年 を

て

を して る ま 、 年

を する の大 化に 、

跡 に る て る

のと考 る  

・海 調査の を ま 、保護の

部海 １ 、 ま ２

に を  

崎
島

郭

崎出

・郭 部の る 年

の る 、郭 と

すると る 中央部

地 、 水 集

水し、 に して る

る 水の 、郭 部 の

の の の と

と考 る  

・郭 部 の の を

する 要 る 、

水 出して る 跡 一部

る 、 部に ま を

、中央 水 集ま する

にするな 要 る

の

・ に 、 に く立ち

る 部 的 る 、大

する る 郭 部 、

る 、郭 な と

すると る の

の に入 み し

して る に水

と 大 く して る

・ に 用の 等を す

る と を する

る 、 用、 事 と に大 く

なると考 、 の 調査

要 る に して る

古 、 を に し、 的

な の を して く 要

る
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本 的価 を構成する 要 の 要  

-１ 史跡の保存活用に な 要 （保存部 ） 

-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要  

 要  現  課題 

崎
島

 

 

ト 

・ 大 10 ト（ 18km）に

なる 年 を て

を し して る ま 、

年 を する の大

化に 、 跡 に る

て る のと考 る

・ ト 浪に

に て 、

の保護 を講 な な な

、 な 法 立 て な

 要  現  課題 

保
存

・平成 17 18年に し 海 調査

等の を ま て、 部海 １

、 ま に２ に の

に る を して

る

・ に て 保護

て る 、 の に て

、 浪の を て る 、

の 、 の を考

し 上 を する

・海 部保護の 部海 に

し の のと しな

に みの現代 法

し

・現代 法 る 、史跡景観と調

して な の経 観 を

、 等 、景観に

し 等の な を

する

 要  現  課題 

史
的
構

物

物

・五 の部 を の 島

ち ま と 古 の

、周 の 調査の

の地に 能

と て る  

・本 的価 と関 なく、ま 、史

跡 に して 上海賊 の

との 解を な ・

を を する 要

る
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- の の 要  

 要  現  課題 

・能島、 崎島 島のす ての郭に、

年ま 的に

（ メイ ） く て

る 、地 遺構を とし 遺

構 、 の に て

て る と 調査に

にな

・ メイ の

本史跡の地

遺構を す

る と 、

と な

城跡としての景観に

を して る と 、 す

る 要 る

 

雑  

・能島 崎島の 郭に

な の して

、 に本史跡の景観を し、

の の に る

部の に て を

・経年 化に とな

本史跡の景観の 要 とな

て 、 する 要 る

 要  現  課題 

史
的
構

物

・

る 平成 10（1998）年に再

の る

・本史跡の本 的価 と 関 な

る 指定文化財を保護

する として、 現 を

する 、地 との のな 新

に する等、 の

方を す 構 物 る

・ の 文と 戸 代

（1643 年）の と考 、 崎

島に 代に と

る 平成 16（2004）年 12 に

指定文化財に指定 て る

・ て る とと に、本史跡

の本 的価 と 関 な 文化

財 る 、 代 の に る

経 地 の の る

、 現 を する 、地

との のな の 方

を する

地蔵 

・ 崎島 の （地蔵 ）に

て る 平成２（1990）年 現 の

の 地域に く

「 ジ の 」に し、地

域の ン 的な存 る

・地蔵 に る経 、

本史跡の本 的価 と 関 な

構 物 る 、 現 を

する
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２  活用の現 と課題 

 島 る本史跡 、現

定 なく に上 する

と な 、 イ ンス

る 上海賊 ジ

を し活用する とに て、本

史跡の本 的価 を伝 る を

て る を ス

、 業 等に る

能島上

て る 、 の

に、と 上 して本史跡を

、 上海賊 ジ 入

の 2.5 （平成 29

（2017）年 ） 、大 な

る  

本史跡の本 的価 を する

に 島を る と 重要 る

、活用上 的な上 の

保 る に 、本史

跡に ての 報 本史跡に関する ま まな活用方法な に て と な

を ま て、 に活用の現 と課題を す  

 

（１）史跡指定地内の構成要 に る現 と課題 

-１ 史跡の保存活用に な 要 （活用部 ） 

 要  現  課題 

公

活
用

 

 

・能島、 崎島 島に 上 の の

現代の て る

能島の 定 に

の して る 、 定

化し、一部 して る

崎島の 定 のみ

の く、 に

る 上 な  

・能島 活用の 上 る

要 る 、 の 化 策

の 的な 用を す

る 崎島 の上 を 定し

て な 、現 し に

等の を講 る 要 る

史跡 
指定  

・ 部平 地に て る史跡

指定を とを する

の記念 る  

・国指定史跡を す 、現 保存

する 要 る  

： 用  

上海賊 ジ

年 入 県内 県 海

平成 年 22.0% 77.0% 1.0%

平成 年 21.0% 78.0% 1.0%

平成 年 22.0% 76.5% 1.5%

能島上

年 用 年 用

平成 年 平成 年

平成 年 平成 年

平成 年 平成 年

能島上 平成 年 事の 中 とな て る
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 要  現  課題 

公

活
用

 

・ 部平 地の史跡指定 に

て る の る （史

跡 ）

・ 化 し とと史跡 指定

と存 義 重 して る と

、 要 を

する

解

イン

・本史跡の本 的価 を 解する

の解 イン 部平 地

崎島に る 、 ・内 と に

古く、 新の調査成 て

な

・指定地内に て、本史跡の本 的

価 を 解する の活用 の

て 、 現

地 本史跡の内 を る解

インの再 学に して

の 定 要 る

・能島に 郭を 策する の

て る 郭Ⅱ-郭 、

郭Ⅲ- ま 、郭 - 部平 地

の一部 、郭 -郭Ⅱ

（２ ）、郭Ⅱ-郭Ⅲ 、郭Ⅱ-郭
、郭Ⅲ- 部平 地 、郭 - 部

平 地 の一部、 崎島 -
郭 、 太 に る

る

・ 太の の 化

と 、 の

な 策に支 を して る 、

を 定し 、 要な

に て 新等の 策 要

る

 

・ 部平 地に て る

の る 学 入に

の る 、水

能 して 、ま

化して る

・ 化して る 、

として 要 る 、 新を

す る し、地

遺構 の を し 、

物と を な イン

、 とする 要 る

四  

・ 学 の 用に郭Ⅲ に

て る 化して る

、 の 物と を

る 能 る

・ 化して る 、 として

要 る 、 新を す

る し、地 遺構 の

を し 、 物と

を な イン 、 と

する 要 る

ン  

・ 学 の 用に郭 とに

ン ト とス の の

て る ン ト

の ン 化して 、ス

の の 景観に な

 

・ 化して る 、 イン 本

史跡の景観を して る 新す

る 、 、 イン等に

する 要 る
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（２）史跡指定地 の周 を構成する要 に る現 と課題 

史跡の 解に な 要  

 要  現  課題 

上
海
賊

ジ

公 、

活用、

報

１） 上海賊 ジ に る 報

 

・ 、 画

本史跡の 活・文化・ 史

的 景を中心とし をして

る

・講 、 ン ジ

本史跡の 新研究成 等を出 講

、 ン ジ を して る  

２）日本遺 事業

・日本遺 「 上海賊」の 報

本史跡を代 とする構成文化財の

報を ンフ ト・ ・

等 して る

）関 イ ント の

・ 国山城 ト の ・

・ 日本 100 城 定、ス ン

 

・日本遺 ト の ・

・ 上海賊 ジ の活 を中

心として、 的に本史跡を 解す

る の 、 ン ジ 、イ

ント に 報 を て

る 、現地 し な

と る と 、本史跡と

の一 的な みを

する 要 る

・ 国的なイ ント等 する

の本史跡に 化し ンフ

ト ジ等、 報 に

な イ 成 て な

教育

１） 上海賊 ジ に る学

支援

・学校 ロ の 用

内 の を とし

学 ロ に て本史跡の

解を して る

・出 講 等

・ 学 の

公 事業「まちな 学 」の

、 上海賊 ジ に

る本史跡の解 、出土し 土 を再

現する 学 等を して る  

・地域の学校を とし な

みを 的に して る 、

国 の を とし 教

育 ロ 等 構 て な

ま 、学校教育のみな 、

な世代 学 学 の として、

本史跡を活 し み を

す 要 る
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 要  現  課題 

上
海
賊

ジ

観

１） 上海賊 ジ と 事

業 との  

・

本史跡を周 する る

内 の解 文を 上海賊

ジ 成して る

・能島上

上海賊 ジ の

ジ ト し、解

して る に る島

内 策マ 、 上海賊

ジ の 報 に 成し

て る

・ とな 本史跡を「 」と

し 周 域に する

要 を周 するな 、本史跡を活

用し 観 スの を

する 要 る

解

イ
ン

解

イン

・ 上海賊 ジ に し

に て る日本

遺 「 上海賊」の構成文化財の

解 イン る

・ の 地内に て

、観 に 、 に すく

る 、 上海賊 ジ

の を すな の

要 る

の
活
用

・本史跡に る の定 な

の の と、土日 日 定

「能島上 」

本史跡を周 する「 」

て る

・現地に上 する の 日

の「上 」に

て る 、 本史跡を

る と なく、 定

し の 要 る
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 の現 と課題 

 本史跡 、現 等の 浪に る の の の

の を して る 一方 、本史跡存 上の課題 る 水 策（ ） 調査等

し 本史跡の本 的価 の活用の の に て 、 の の に

に る現 と課題を する  

 要  現  課題 

保
存
の

の

水 水 

策  

・ 郭の 部 ま

の に て水 て る

く、 水 出する とに

る すくな て

る 平成 30（2018）年 7

、 ま 上の 、郭 の

、郭Ⅲの 、 崎島の

等の し の

、 の を

ると考 る

・ に水 となる の調査を

、 要な に て 郭の

部に ま を 、 水 郭

を 、郭内 する地 に

するとと に、 土を

部に 水 を するな

の 水 出の の を

する 要 る

保護

策

・ 部平 地の 郭Ⅲ

ま に ての 遺構の土

の に て、 の

み て る

・ の み し等の保護 策

要 る 、 部平 地の

の の海 出

て る 、 を に

重な 法 課題 る

保護

策

・ る 部に て、 部

海 １ 、 ま ２ に

の に る を し、

浪 の を て る  

・ 浪に る の

に 立 て る 、 定

的 、 を保護する と

て な し し、 的な

の 、景観 に

して 題 る 、 な 法

の 要 る

史的

構 物

・ 崎島に 地蔵、 、 指定の

、 物の の 史

構 物 存 する 代

に のと考 、本

史跡の本 的価 と 関 な

要 る

・地蔵、 、 指定の

、 現 とする 、 新

に を する

物に て 、史跡 に

て本史跡指定地 の を

する
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 要  現  課題 

保
存
の

の

・能島 崎島の 郭に

等の して

、 に本史跡の景観を し、

の の に る

部の に て を

一方 、郭内に に

し メイ 現

る

・郭内に メイ

て る 、 の と なる

とと、 調査に て メイ

の 地 遺構を して る

と とな の

的に の 要 る 、 等

との ン ン ス に

て な 、 会等を重

て 解を な する 要

る

活
用
の

の

ス

・能島、 崎島 島に 上 の の

現代の て る

能島の 定 に

の して る 、 定

化し、一部 して る

崎島の 定 のみ

の く、 に

る 上 な

ま 、本史跡に る の定

なく、現 の ス の

に る土日 日 定の「能島上

」 能島城跡を周

する「 」に る

・能島を活用するに 上

る にする 要 る 、

の 化 策 の 的な

用を する 要 る 崎島

の上 を 定して な

、現 し に 等の

を講 る 要 る

ま 、現地に上 する の

日の「上 」に

て る 、 本史跡を

る と なく、 定し

の 課題 る

解

イン

・ 部平 地の の解 イン 、

調査等 とな 本史

跡の本 的価 を し の

なく、 を周 する の

的な解 、 郭の 遺構の解 等

て な ま 、 郭を

学 て な  

・本史跡の本 的価 を に

すく伝 る 、遺構 等

を 解 の内 法

の 要 る ま 、本史跡

内を る と イントを

定する 要 る

ト

・海 部 に 、本史跡の本 的価

の一 る ト 海

スの な 的な遺構 存

して る 、解 イン 立

に る イン な ま 、

すく な 、 学

な

・海 部の遺構 に 解

る な 的な解 の

要 る ま 、 学に る

策 定の 要

る
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 要  現  課題 

活
用
の

の

１） （ ）

に 用して る 化

して る にな て る

、 な周 の にな て

る

２） （ 太 ）

太に る 土 に

埋 し して る

く、 に 、 葉

すく る

１）地 的に る 要

る 、 久 を 景観に

し のに 新して する

要 る

２） を し 部 を

するな して、 に 策

る に する 要 る

策

・郭の 部等に の 等

の なく、 的にロ

て 、 の

に て な

・景観に し 、 に

て の の 策を講

る 要 る

・ 四 、 ン な の

て る 化し

て る

・ として 要と考 る

、景観 の 、地 遺構 の

を し 、 物と を

な イン 、 とし

のに 新する 要 る
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 ・ の現 と課題 

 本史跡の保存 に 指定 て 、本史跡の本 的価 の保存、活用、

の に て、 教育委員会文化 課 地域教育課（ 上海賊 ジ

） て る に ・ の現 と課題を する

内  現  課題 

 

・ として、 、郭平

部を中心とし を年

して る

の 、業 委 事業として

して る

・ 等に て な

地部 を 、

地 の に 要に て上

し を て る

・ な 物の 育 に

、 等の の

る ま 、 に地

等の ン の関

る 、 の の

の 成 て な

・ 等に上 しての 水

の水 調査な を し、

的な に る 要 る  

 

・本史跡を に保存 し、本 的

価 を活用する の に

て 、 教育委員会文化 課

地域教育課（ 上海賊

ジ ） て る  

・ として本史跡に る の

（ ）を して な 保存

に て 、 等の

を 業 の

を 上 て る 活用に て

、「能島上 」

本史跡を周 する「 」を

等 して る

・ の とな 、地

ン な の

的な 画 能となる

な を構 する 要 る  

・ の 上 に ・ スト

とな くな  

・ 存の上 等

土日 定 を て

る 、 に 定的に

上 する と な
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内  現  課題 

内に 

る 

・ 

報  

・保存 に 計 事 等

の 的業 に て 、水 課等

の土 て る  

・ 公 法に 等に て

国立公 の を する公

地課の ・指 を て る  

・雑 に て 森 法に基づ

課 「 の

の 出書」の 出 要 る  

・本史跡を構成文化財とする 日本

遺 事業 、観 課と

して して る  

・本史跡に関 る 報を に

る な を する 要

る  

・一 的な土 事 森 、 公

と なる史跡としての な

の を る 要 る

の 関・ 

との 

 

・文化庁、愛媛県教育委員会文化財保

護課、史跡能島城跡調査 委

員会、 文化財保護 会の指

・ を て る

・本史跡に関 る 報を に

し、 な指 ・ る

・指 を構 する 要

る  

84

５章 能島城跡の現 と課題



 大 ・  

 

１  大綱 

 本史跡の まし に て、 として の な大綱を す  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  基本方針 

本章 １ の大綱を 現 る に、保存 、活用、 、 に て基本方針を

す ま 、 章 10章 、本章 し 大綱・基本方針に て方 と方法を す  

 

（１）保存 の基本方針 

本史跡の本 的価 を な となく に保存し く 世に 承する 、遺跡保存に

を る事 に して ン と調査研究を する とに て現 を的 に す

る に、 水・ 浪に する経年 化と に して保存保護の の な を講

るとと に、日 的な を する  

 

（２）活用の基本方針 

本史跡の イ ンス る 上海賊 ジ とな 、海城 海賊 の 史文化

を現地の の中 学 る と づ 、学校教育、社会教育、学 ・観 の

として活用する  

 

大   

 

1. 代 城 活 史・

 

 

2. 地 能島

地 史 ・地

発  

 

3. 地 育 史・

 

 

4. 発

今治・ 島 地
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（ ） の基本方針 

本史跡の保 、遺構の保護、瀬戸内の景観との調 を 、海城の を活 し本史跡

の本 的価 を に 現し を計画的に する  

（ ） ・ の基本方針 

地域 ・関 部局と し 、本史跡の る とな て日 的な

・ を する  
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 保存・保存  

 

１  方  

 本史跡 、能島 崎島と 公 地化 て 、史跡保存の として ると

る し、 島 る と 本史跡 の の を る と、 初 的

に の な の保存 上の課題 る の を ま て に保存・保

存 の方 を す  

・本史跡の保存 上 を て る事 に関しての ン と 要な 調査研究を

的に し、遺構 の解 に る  

・本史跡の本 的価 を く 世に 承する 、日 の を し、遺構の現

等に る 化を的 に する  

・ 要な現 等の の 方針を し、 に る な保存 に る  

  

 

地  の  現 等の基本方針 

史跡

指定

地内 

現 等を 

な  

・史跡の 、 ま の る 、史跡の本 的価

の景観を しく ると る 、 として

しな  

・史跡の地 景観を する 、 等の 的

として しな  

 

２  保存 の方法 

（１） ン  

・日 的な に 、定 的な を 、 等に る遺構の の の る

を する に海 部 、 し 的に て く 要 る  

・地域 ン 等の を な 、 等の を 、本史跡の遺

構 の保 に る  

 

（２）  

・ ン に て遺構の 等 に 、 的な の 策を講

る  

・本史跡の遺構 の を す 、遺構 の を考 しな 計画

的・ 的に を  

 

（ ） 事等の 本的 策 

・ 保護 な 重な 法 要な に て 、本計画に

基づ 計を 要な保護 策を講 る  

：  
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（ ）指 ・  

・ ン 、 、 事等の 本的な 策を に 、 の 文化庁 愛媛県教

育委員会 の指 ・ を な 、 の を講 る  

・ 、 の を に 、 を活用し指 に基づ な保護 策を  

 

 地 保存  

 本史跡を構成する 要 の保存 の方法に て、能島 崎島に して記 する  

 

 

地

郭 地 遺構を
の

遺構を

ト

物

地蔵

保存 の方法

郭 地 遺構を
部平 地

の
遺構を

四
ン

・ に 現地 水 調査を 、郭 の の の る を する
調査を ま て遺構 の 策を講 、 大を

・ の の調査を な保護を る
・ の 、本史跡の 遺構 地 遺構等に を す る のに て

、調査の 、 の を く
・本史跡指定地内の保存 に る に て 、本計画の基本方針を ま 、

文化庁 愛媛県教育委員会 学 経 の指 ・ を な を する

ま
海 ス

ト

・本史跡の 遺構 地 遺構等に を す る のに て 、 の
を く

・ 等に る遺構の 策を し、 要な保護を る

・ 浪に る に て調査を 、調査に基づ な保護を る

・現 を基本とする 、景観に し、遺構の保護に 要な ・新 を する

史跡指定

解 イン

構成要

・ 部平 地 の の みに て 、 の を考 しな
法 み し等の 策を する

・ ま と郭Ⅲを 遺構の法 の一部に 存する土 の の に
て 、 し、新 な を 策を講 る

１
史跡の保存活用
に な 要

・現 を基本とし 等 み 、史跡景観に し ま 新 を
する

・ を する

・ イン 、要 要を し、 要に て新 ・ ・ する

・ ン と し、日 的な を

・要 要を し、 要な する

能島の保存 の方法に

・本史跡の遺構に を る と な 、 する

２
史跡の本 的

価 に 関
しな 要

１
史跡の保存活用
に な 要

能島

崎島

・ 指定の を保護する の として 現 とする 、 新に
て を するとと に、史跡指定地 の に て する

・ 指定文化財 る 、 に保護する 化 の る に 、史跡
指定地 するな の な を講 る

・調査を 、本史跡との関 を にし 、 、 等を て する

・ 現 を基本とする

・本史跡の景観との調 地 遺構の保護を 、 の の に新 ・
する

本 的価 を
構成する 要

本 的価 を
構成する 要

・現 を基本とし 等 み する

の の
要

２
史跡の本 的

価 に 関
しな 要

・本史跡の遺構に を る と な 、 する

能島の保存 の方法に

：地 保存  
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 現 保存に を す の 方針 基  

（１） の 要 

 史跡指定地内に て現 を し、ま 、 の保存に を す （ 、「現

等」と ）をし とする 、文化財保護法 125 の 定に 、文化庁 の を

な な な な 、現 等の ち な のに て 、文化財保護法 5 に

、 教育委員会 現 等の 、 し、 等の事 を  

ま 、本史跡 、 の瀬戸内海国立公 （ 一 地域）の 内に 、 の

景を保護する の て る の に て 現 を する を

、公 計画（保護 計画）に基づ て指定 地域の に て、 公 法に基

づ の ま 出の 要となる  

 な 、 業法に て る現 等の 要 る 、海上に る の

に て 、 業 の と し、 を る 要 る  

 

（２）法 に定 現 等の 基  

  史跡指定地内に て、現 に な として、 の 、 に

て し 雑 等の の 定な の な る ま 、現

等 る を る とを要しな として、 の 、 の に 要な

を る 、保存に を す に て の る の る

の内 に て 、法 125 、 の の内 に て 、「 史跡 勝 記念物ま

史跡 勝 記念物の現 等の 等に関する 」 に記 て る 現

等の 要な に て、 記の に する  

 

 

地  の  現 等の 基  

史
跡
指
定
地
内
の

地

 

の  
・史跡の 、 、 出 の現  

・土 の 出 水 ま 等に る な の土 の  

等に 

 

・地 、 等の に る土 等の 出、 ま の 大

を する  

・ の 物、 、土 等の  

本史跡の 、 公 法  

保存に を 

す の 

ち  

な の 

・ 物、 物の な  

・土地 の を な 物等の 、  

・土地 の を な 一 的な 等の  

 
ま 、現 等の 要となる な に て 、 のと る 、 の

の に て 、 10に し  

 

： 行  
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現 等の 要となる な  

・ 、 土、 土な 土地の を  

・ の （ し、 遺構に する の の 、 を な 要

）、 、新 の  

・ 物の （ 的に する と な 要 ） 

・史跡の保存、活用、 （ 、 の 保を の に 要な 物の新  

・ 物、 物等の 、 、 （ の ） 

・公 上 要な上 水 、 等の 、水 等の 、新 、 、  

・上記 の史跡の保護に を す  

 

 

 

 

 

 

 

  

10：  

地

史
跡
指
定
地
の

地

の

記 の
）・本史跡の 等に る地 、 等の新 、

・ 調査な

・２年 内の を 物（２ 、地 を しな
ま の 物 の新 、 ま

・ 物の新 、 の日 年を経 して な
物の ま 、

・ 物の しく 、 の日 年を経 して な 物の

・土地の を しな の 、
・史跡の に 要な の ま
・ 、 、 ス 、水 、 水 等の 物の ま
・ の （ ）
・保存の に 要な の

・ 物の新 、
・ の
・ 大 指定する 域内に る の
・ 物の ま 土 の
・ 水 水の 出
・ 告物の 出 しく
・水 の埋 立てま
・土地の 、 の 土地の
・ 大 指定する 物の ま
・ 大 指定する、 の に を す る 物の

ま 物の 子
・ 大 指定する 物の 、 ま 物の の しく

・ 大 指定する、 の に を す る 物の
、 等

・ 、 、 、 、 、 水 の に する のの

・ 大 指定する 域内に る しく の 用ま
の

・ の 、 地域に る の に を す る
政 定 る の

文
化
庁

教
育
委
員
会

文化財保護法

文化財保護法

公 法

の内

大

90

章 保存・保存



（ ）史跡能島城跡に る現 等の 基本方針 

 本史跡の保存・活用を 的とし 調査 、本 的価 を構成する要 に して

を る 、大 な地 の 、景観に を す に て として し

な とを とし、本史跡内に る現 等の 基本方針を 記のと とする  

・本史跡の保存 等、 の を る の に る 等の現 等に

る 基 を定 る  

・現 等を 、周 の景観 の に する ととする  

・現 等を する 、遺構 を保護する と等の を すとと に、 要に て

教育委員会文化財 員等に る （遺構 ）調査 しく 立会調査を する

ととする  

・本史跡の保存の の 、活用の の 、本史跡の 公 ・公 上 要な

の ・ に て 、 の 要 本史跡の本 的価 に す 等に て す

る  

 

（ ）史跡能島城跡に る現 等の 基  

本史跡に る現 等に て、文化庁 ま 教育委員会の 要な

の ち、 定 る事 として事 定に基づく 基 を の の に 定

する な 、郭 との現 の内 に て 、 として に る委員会等

的に して く のとし、現 一の 基 とする ま 、本史跡の構成要 との

基 に て 、 11にまと  

 調査 

・ 的 本史跡の保存活用を る 要 、調査 の 的の 要

る のに て、委員会等 し する  

 遺構  

・平 ・立 遺構 （地 遺構 トの立 等）に て 、史跡景観を な

な な 、 ・ と を考 し、委員会等 し する  

 地 の  

・ 、遺構の保護等の史跡 を 的とし の の 土、地 の 平、水 の埋 立

て等の地 の として しな  

1 物の新  

・本史跡の保存・活用上 要 、本史跡 景観に る の のに て、

を郭 ・Ⅱ・Ⅲ・ 部平 地に 、委員会等 し する  

・ 物に て 、 森城跡 城跡に事 る に、史跡活用の に井

物跡を一 的に する 、地 に を な 、史跡景観に し

のに 、 調査 し ・ の に て する  

2 物の ・  

・ 崎島に る （平成 10年 ）の に て しな ま 、 に て 、

現 ま する の て、史跡景観 の を にと る のに

て する  
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3 物の   

・ に て 、地 遺構等に し 上 する  

 の新 ・ ・  

・新 に て 、 、 観 イン、基 等に る地 遺構 史跡景観 の

の のに て、 を郭 ・Ⅱ・Ⅲ・ 部平 地に 、委員会等 し

する  

・ に て 、地 遺構等に し 上 する  

 物の新 ・ ・  

・本史跡の保存・活用・ 、 等公 上 要 る のの新 ・ 要 る のの

に て、本史跡 景観に る の のに て する  

・解 インの新 ・ に て 、史跡景観を な な な 、 ・ と を考

し、委員会等 し する  

・ ン の新 ・ ・ に て 、史跡景観を な な な 、 ・ と を

考 し 、基 を な のみ する  

・本史跡の保存 ・活用・ に しな なる記念 、記念 等の 物の新 に

て しな  

 地 埋 物の新 ・ ・  

・ 、 、 ス 、水 、 水 の に する地 埋 物に て 、現 、本

史跡内に存 、新 しな し、本史跡を保護する の 水 水 に

、遺構 景観 を な のに て する  

1 ・  

・新 な に関して 、 の地 遺構の を し、本史跡の保存・ 上 要な法

保護、 景、立入 等の の のに て 、 ト 等地 遺構の保存を

上 する 存 の 等に 新、史跡 に に て 、地 遺構

の に て する  

2 （ ） 

・本史跡の遺構 景観に を る 等に て を する  

・ に て 、本史跡の 、 に のを 、地 遺構 の を考 し、 と

して の 要 と、 し と し の 方の に て し 上 、 要

の に て 調査に に する  

 

の 、記 のな の の に て 、事 に 教育委員会文化財 課と

・ 談を と  
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史跡能島城跡  

 遺跡の保存と景観に し 本史跡の保存活用に する の現 しな 上記

の と、 する のと る  

要

要

要

諸要素

要

要

諸要素

諸要素

諸要素

諸要素

要素

諸要素

諸要素

11：  
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 活用 

１  方  

 本史跡を く国 に周 し、 の 史的価 を学 、 する として する 、 の

を活用の方 とする  

（１）能島城跡（ 史文化）の  

  本史跡に 上 し、 国 な海城を する と 、 上海賊 活

文化を る学 の を する  

（２） （ ）の  

  本史跡周 の 国 の を し、 上海賊 活 し 瀬戸内の を学 、

る を する 、 との を する  

（ ） 地部 の  

  本史跡を 大島 、海城としての景観な を る を する ま 、

本史跡と 地部に する関 文化財との な を し、城の成 立ち 地域の として

て 史な に て学 る を する  

（ ） 上海賊 ジ の  

  本史跡 上海賊の イ ンス る 上海賊 ジ 、出土遺物 古文書等

の 史 な を観 する と 、現地 な 学 と を する とする  

２  方法 

 本史跡を国 の として地域内 に く して く 、「 １  方 」に し 、

の活用方法を講 る ととする  

（１）能島城跡（ 史文化）を する の活用 

・能島に て 、 する 定し （ ）の 保 、 の

（ 等）を するな の 策を講 、 に本史跡 上 る にする

・能島の 郭（郭 部平 地）に て、調査 に基づ 解 イン 遺構

等を し、 本史跡の本 的価 を しく 解 る する ま 、海 部

の トに て 、 を立てる等の立 的な遺構の 能 を する

・ 崎島 上 を 定 、 の郭 （ 出 ）を

イントと 定し、 て郭 （ 崎出 ）の解

イン等を する

・ 中心とな て 調査 事業 の を し、

本史跡 の愛 事業に する 解を るとと に本史

跡の本 的価 を る の 会を 出する

・本史跡の本 的価 に て現地 内する の ン

イ の育成に る  

・ な 策と史跡景観 上の 、 を に す

る
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（２） （ ）を する の活用 

・本史跡周 を る と、 に づ て 上海賊

の 活 文化を 現地 る 、

イントを用 の活用に る

・用 に て 、 存の 等を する

と して ・ し、 に に する の

を る イント の 観 に て

、解 インの 、関 の な

の 報 を とに て、 用 の を

る

（ ） 地部 する の活用 

・大島 の水 、 、 イ山 、伯方島 の 島 ン な 本史跡を す

る と る イントを 定し、 島 の 景観を するとと に、本史跡を

して る と 、能島 上 の活 を学 、 る 周 等と

し 活用を る

・大島 地部に する周 の関 文化財を周 し、本史跡と一 的に の価 を学 る

にする と 、本史跡 地部（大島）と に関 て とを る にする

・本史跡 地域の財 として愛 て 史と、地域の 業 な の文化を し、

る な みを する

（ ） 上海賊 ジ の活用 

学校教育  

・地 の 中学校と し、本史跡の現地 学 （

） に 、 上海賊 ジ の学 を し

て、地域の 史に愛 を を てる学 の を

する

・本史跡 上海賊に関する 本を 成し、地 の 中

学校を に を ま 、学 員に る出 業

を し、本史跡 地域の 史の 解 を る
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社会教育  

・ 上海賊の を に る ト を育成 る づく を本史跡、 上海賊

ジ の講義を中心に し、 学 る を する

・ 上海賊 ジ にて、 調査の成 を ま て 内 の 新 現地 学を

て 、本史跡の価 を く ・ する

・ 上海賊 ジ て る ン ジ フ 等を して 、 なる

を て く

上海賊 ジ を基 とし 周 トの 定  

・ 上海賊 ジ を本史跡の ジ ン 的な活用 とし、本史跡 の上 のみな

、 上海賊に関 する遺跡 ス ト等を周 る トを 定し、周 する

（５）地域活 化、観 に る活用 

・日本遺 「 日本 大の海賊 の本 地 予 島－ み る

上海賊 Murakami KAIZOKU の記 －」の構成文化財の一 と

して、 と し 活用を

・ 年 11 に国土 に「 イ ト」

として 定 、しまなみ海 イ ン ロ を活用し

みを し、 上海賊 イ ン を

ジ化する と 、国内 の観 集 を する

し な イ ン 、 、能島城跡上

を観 ジし のを 事業 と し、

する  

・ と し 「しまなみジ ン」を として、

と し、日本遺 「 上海賊」の とな て る、

能島、 島、 島の の を活 し 城の 方

に て学 を する 、新 な観 学 を

し、 に 国 し 海城 る本史跡 に城の を する を する  

・ ジン 、 イ ン 、 ン 等に て日本遺 の構成文化財を一 的に周

る観 スを するな 、関 する 地域 史跡と を な 地域 を

する

・地 （ ン ）と 部 の との を 出し、 的な を と 、

の な の を る  

・ に する 入 を る 、 ン 観 イ の 成を

な 、本史跡の保存活用に する の 成を るとと に、 政 として の み を

、 の活 を支援して く

城 in _  
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 本史跡 、「 ５章 現 と課題」 し に、現地に て本史跡の本 的価 を伝 る

の ると 課題 なく、 土 の の 要 ると

課題 て る を ま 本章 、「 章 大綱・基本方針」に記 し の基

本方針に基づ 「保存の の 」と「活用の の 」に大 し、 の方 と方法に

て す  

１  方  

の基本方針  

・本史跡の保 、遺構の保護、瀬戸内の景観との調 を 、海城の を活 し本史跡の

本 的価 を に 現し を計画的に する

（１）保存の の の方  

・郭 トな の本史跡の本 的価 を な 保存する

・遺構 の となる 水 な の に て調査 を 、 要な を講 る

・郭、 、 の して る の を

・本史跡に を す 要 物 し、 な保存 を る

（２）活用の の の方  

・本史跡の に し、能島 崎島の 郭 海 部の遺構な 、本史跡の本 的価 を

すく 解なく伝 る の とする

・ に 策する と る 、 を し、 を 定する

とに て本史跡の 的 に伝 る な とする

・本史跡指定地 に て本史跡を する ス トの 定 解 イン等の を  

２  方法 

方 に基づ 、 て く保存 活用 の方法を に す  

（１）保存の の の方法 

  

・能島・ 崎島の 郭 部に て、調査に て に水

とな て る部 を 定し、 土等の地 地 に 水

を するな 、 部 の の 水 入を

に 、 部を 保護する の を

・郭Ⅱ の郭平 大 く して る に て、 土

に る ま 、 マ ト 土の 等に る現

の の を
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保  

・ ま と郭Ⅲを 遺構の土 に て 、 して る のを用 み

し等の 出 の の を

・ 部平 地の に て 、現 保存を 一に考 る 、 み し等の 要

に の海 に遺存する を保護する とを とし 法を する

保  

・ 浪等に る海 遺構の に て 、 の要 を る護 、部 、 、

法な 、 な保 方法の を 、本史跡の本 的価 る ト 海

ス の のを保 する を  

史  

・ 崎島の地蔵、 、 指定の 、 代 の 史的構 物 、本史跡の本

的価 に 関 しな し し、地 に して る構 物 、 の 価 等

に て調査を とと に、周 を 現 とする し、 新

要な に 、本史跡の本 的価 に 解を る等の 要 とな な 、 ま

等を する

・ 崎島の 物に て 、島 ち ま を のと考 、本史跡との

関 なく本 的価 に 解を て る と 、史跡 の を する

 

・ 調査に て、 郭の地 遺構を して る と

とな （ メイ ）に て 、郭の保存 に

して計画的に を 雑 に て 、 史跡景

観に を して る する

 

・本史跡の日 的な に 、定 的な ン と現

記 な を 的に ま 、 要に て現地 、定 観

真、 真 等に て を する

・ 集中 に る に る 、 に 大の を

、 を し 、 能な の を の の 法に て 、

遺構の保存 景観に し な のを 定する
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（２）活用の の の方法 

）能島の活用  

・本史跡に し 活用に する に 、能島 定的に上 る 要 、

する の 保 の 化 策 の 等を するな 、

ス を

 

・本史跡 遺構な の本 的価 を に 解して 、 調査成 に基づ て

解 インを に する

・ イン に て 、景観に し 立ちにく 、 、 とする

 

・ す 遺構に て 、 に 的に伝 る に

立 み の遺構 平 等の を

する ま 、 トに を して 能 する

等の方法 する  

 

・ に 策 る 、 調査に基づ

遺構（城内 ）の 方法を するとと に、遺

構の保護 法的に 能 、 遺構の ト

に を する ま 、 要に て の

、 等に て、史跡景観に し 再 を

とと に、 定に基づ インを する  

 

・ の を 保する 、 す の に て する を に

、遺構に を な 法・ を 用し、 と 調 し を用 る ととする

 

・ の 、四 、 ン 等の に て 、 化 、ま 、史跡景観に

し の な 、 要に て しく 再 を な 、 四 に

て 、景観に し 、 調査に基づ 物の に して 的にする と

能 な 、 、 、 インを 重に する ン に て 、景観に し 、遺

構 の を な とする

 

・城跡の構 を に 解 、海城な の し る 、ま 、 遺構 周 の

景観に しな 定 的に ・ 定等の を な 、 をする に地

域 との調 を 、 能な を構 する

愛媛県 市： 城跡  
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） 崎島の活用  

・ 上 する の 的な活用 定して な 、能島 島 な の イント

景観を 保 する ま 、 て る に て 、 上海賊 代の 物

との 解を な 周 を 、 の 新 に しく を するな 、

立 なくする 策を講 る

）指定地 の活用  

・本史跡 る島 の ス トに解 イン等を し、

の本史跡の本 的価 の周 に な る 的に

、大島の水 、 、 イ山 、伯方島の 島

ン な 本史跡を する と る イントを

定して る

・ 事業 、 イ ントの一 として地域 等に し

て 、本史跡に する と愛 の 成を る

・本史跡の 史 、遺構に ての 報 ンフ ト 、マ を 成し、

く 報 を ま 、 化を る と 、 国 の観 に して 報を す

る

・ 調査に て 遺構 上海賊の文化、海 の 子を現地に て 的に 解

出 る に な の ジ ン ン の を

史跡  
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１  ・  

１  方  

・日 的な を して の を構 する ま 、 の に 要な予 を

的に 保する

・本史跡の保存、活用、 を計画的 的に する 、本史跡の る

を とし を する

・本史跡の な保存と活用を て く に、庁内関 部局 、上 関、

等との を 化し、本史跡の 事業に 画し す を る

２  方法 

（１）保存 の  

・ 要な予 を 的に 保し、地 と し、 一 とな て本史跡の な

保存 を て く

・本史跡の 事業に て 、文化財部局のみな 、国立公 としての を 中国四国

地方 事 松山 保護 事 、ま 、まちづく 観 、 、 な に関

する、地域 課、観 課、公 地課、 課な の庁内関 部局との を

化し、 政一 とな て本史跡の な保護を る

・本史跡を に保存、活用、 して く 、 上海賊 ジ とな て調査研

究を 的に 本史跡 、 国 な海城 るとと に水中遺跡としての価

る 、 の調査研究に 、水中考古学研究の に する

・本史跡の保存、活用、 に 考古学 文 史学な の 的な を する 、

文化庁 愛媛県教育委員会 の な指 ・ を な 事業を する

（２） 画の  

・活用 に関して 、教育委員会と関 関と し、 画に る 事業の

イ ントを 画し、本史跡の と 事業の 成に る ま の に 、

な を て 的に 報 を  

・日 の な の保存 を て く に 、 政 な 、地 の

解を な をして く を構 する

・「 」を する地 、「能島の里」と 等の 、地

と して、本史跡に関する 報 イ ントの な を 的に とと に、活

の支援を て く  

・ な ン 活 し す づく に るとと に、保存 活用に

る と との を と る の育成 活 の トを と

る を構 する
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文化庁・  

愛媛県教育委員会 

関 関 

 

関 

 

調査 関 

 

庁内関 課 

 

・  

上海賊 

ジ
 

 

 

  

学校教育 

内の学校 

地域活  

・  

ン 等 

地域 、一 、関 等 

20： 式

  

育

用

地 活  

能島城跡 保  

保存 

 

活用 
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１１  計画 ・  

 

１  策の内  

 本史跡 、能島 崎島と 史跡 ると に公 地化 な て る 、保存 事

業に 立 て な 調査 して て 本計画策定 、本計画 調査成

に基づ て本史跡の保存、活用を て く 要 る 本章 、本計画の大綱・基

本方針に基づ 、 章 に し 保存・活用・ ・ の方 と方法を 現する

の 計画を策定する  

 す 策として 、 事 として、 水 水 策、 保護、 （ ） の

な本史跡の存 本 的価 の保存に る る ま 、 の 本史跡の本

的価 を周 する に 要な活用に る として、解 イン の 遺構 な

の 、社会教育 の として 活用に する の フト の な を

して く 要 る  

 事業を て くに 、 の 地 関 等 な指 ・ を な

、 の 計画を策定し 策を して く  

 

２  策の ・ 計画 

 策の を 計画(2020 年 2024年 )と中 計画（2025 年 2029年 ）、

計画（2030 年 ）に し、事業の の 、予 等の に て、 し

な して く のとする  

 

（１） 策の 計画（2020年 2024 年 ） 

 して す

策に て、 計画とし

て ５年 基本

計画の策定 保存

事の 計を し

のち、 水 水 策 事

事な

の保存 を して

く のとする  

 

 

  

12： 年 計画 

２年
年

年
年

年
年

５年
年

年
年

活用事業・
学 員 内

の

基本計画策定

能島・ 崎島
事

保存 事
計

能島・ 崎島
水 策 事

保存 事
基本 計

能島
事

能島・ 崎島
地

ンフ ト等の 成、

イントの 定
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（２） 策の 計画の  

 計画に 、中・ 計画として保存 を する 要な のとして、

の保護 策 事等 る 活用 、 の再 を とと に、立

・平 を 解 イン等を する と して指定地 の イント

解 イン て く ま 、 上海賊 ジ して教育 ・ 報 を

 

 の す 策の と に て、 計画として にまと る  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13： 計画 

中

の

、 新の調

イ ント

上海賊 ジ

本史跡を る イントの 定

の

ス

解 イン

、四 、 ン な の 新、再

指定地 の活用

本史跡の解 ンフ ト 策マ の 成

ジ ン ン の 成

教育 、 報 、 ン ジ 等

ンフ ト等

史跡周
の

活用

遺構 等の遺構

イ ントの な

保存

景観・ 保 の の 、の

策

ン

の の 上な

内、 、解 インの

定と の

す 等の

郭

・ み し

保護 策 事

庁内関 課、 ン 等との

史跡の保存・活用・

・ の

史的構 物

水 水 策 事の

考

計画の策定、 計

調査・研究

基本事

基本計画、基本 計、 計

地 、文 調査な
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１１章 策の 計画の策定・

第１１章　施策の実施計画の策定・

実施



１２   

 

１  方  

 本史跡を に保存・活用・ する 、本計画の 章 10章に て、保存、活用、

、 ・ の方針 の方法を し 本史跡の な保存活用を て くに 、

の 策の 現に て、 の しの 要 等を定 的に ・評価しな 事業

を て く 要 る して、本史跡を に 世 と て く に、文化庁文化財部

記念物課 の『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業 報告書』に る、 計画

策定（Plan） 事業 等（Do） （Check） 計画の し（Action）と

イ を基本にマネジメントを て く  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  方法 

 本史跡の経 観 ・評価 、 な に 教育委員会 、 の に基づ

事業内 、予 の しに る な 、本計画に る 、『史跡等・重要文

化的景観マネジメント支援事業 報告書』 の を とに 成し 、 の を

用 て する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画  

計画  

21： 式
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１ 方

第１１章　施策の実施計画の策定・

実施



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画中

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

地域の イ ン の 出に して る

文化的観 として活用 て る

学 等 計画的に て る

ンフ ト等 成 活用 て る

公 に て る

上海賊 ジ の の にな て る

に て る

庁内関 課、上 関との に出 て る

周 地域 関 史跡との に出 て る

基本計画 策定 て る

に関する と

・ ・
に関する と

予 に関する と 予 保の の み る

基本計画に基づ て て る

基本計画の し て る

に て る

に の を して る

に る 指す の を 現 て る

史跡等の 現 学 的 に基づ て る

遺構等に を して な

に て、し る に基づ て て る

遺構の 化 保存 に関 る調査 て る

保存活用計画 策定 て る

保存活用計画に基づ 、保存・活用・ ・ な て る

保存に関する と

国立公 との て る

に関する と

能島城跡の本 的価 を学 解する とな て る

の文化的活 の とな て る

５ 公 、活用に関す
る と

日 的な な て る

な 等 要な部 の て る

史跡周 の 保 の に地域 との て る

、 、指針等、史跡 保 の の を定 、 して
る

日本遺 との て る

２ 計画策定等に関
る と

調査等に 史跡の価 の再 出 て る

員、庁内関 課、上 関等との に て る

史跡指定 の本 的価 に て て る

保存活用計画の し て る

策 にな て る

文化財保存活用地域計画 策定 て る

能島城跡

教育委員会 地域教育課（ 上海賊 ジ ）

考 現 、 的、成 等を記入

史跡等の

、

１ 基本 報に関する
と

史跡指定 等 に て る

史跡指定 に て る

史跡指定 現地 、 て る

て る
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